
消費税相当額補償の要否判定フロー
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※　消費税等相当額とは，消費税及び地方消費税相当額をいう。

※　消費税等相当額の要否判定経路を朱書きで記入すること。

消費税等相当額の全部を補償

基準期間の課税売上高が1,000万円以下か 課税売上割合が95％以上かつ課税売上高が５億円以下か

消費税等相当額の補償不要 ※　消費税等相当額の一部を補償

仕入控除税額の計算方法は，個別
対応方式か

　NO
　〔一括比例配分方式〕

法人か 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か

簡易課税制度を選択しているか

イ　課税売上げにのみ対応するものか
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ハ　イ及びロに共通するものか

ロ　非課税売上げにのみ対応するものか

個人事業者の事業用
資産か

　NO
　〔家事用資産〕

特定期間の課税売上高又は給与等支払総額
が1,000万円以下か

課税事業者を選択しているか

補助事業の事業主体が，補助事業を実施する過程において消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する課税仕入れを行うときには，仕入先に対して消費税相当額を含む支払いを行

うこととなるが，一定の要件のもとで事業主体が確定申告の際に当該消費税相当額を仕入れに係る消費税額として，税務署に納める消費税納付額から控除できる場合がある。

この場合，事業者は，補助対象経費において，仕入れに係る消費税相当額を実質的に負担していないことになり，当該仕入控除税額は補助対象とならない。


